


訪間歯科診療のご案内
姫路市歯科医師会・ 姫路市

歯科医院への通院が困難な方に対して、姫路市歯科医師会会員が訪問して歯の治

療を行います。

入れ歯の調子が悪い、歯が痛い、咬めないなど歯や日のトラブルに対応し、食生活の

改善及び健康の維持、増進に役立てようとするものです。歯は健康の源です。楽しく、お

いしく食べるためにもぜひご利用ください。

1,対 象者 歯科医院への通院が困難な方

(年齢制限はありません)

口腔全般についての相談と治療

(口 腔衛生、摂食、廉下についての

相談と指導、むし歯の処置、入れ歯

の作製、修理等を行ないます)

2.内  容

3.申 し込み方法 本人または家族、介護者が以下の方法で申し込んでください

① 最寄のかかりつけの歯科医院へ直接相談あるいは申し込む 注)

② 姫路市歯科医師会口腔保健センター(歯科地域連携室)

お電話又は裏面の訪問歯科診療申請書に必要事項を記入の上

センターヘ申し込む

(丁EL1079-288-5896、 FAX:079-289-0295)

必要事項を聞き取り後、訪間手続きをし、歯科医がお宅に伺います。

注)かかりつけの歯科医院に訪間歯科診療を希望される方へのお知らせ

訪問歯科診療登録医一覧に記載がない歯科医院でも、対応できる場合もありますので、一

度かかりつけの歯科医院にご相談ください。また、下記にご連絡いただければ当該歯科医院

が対応できるか確認することもできます。

4.費  用 往診診療を受けた場合は、健康保険診療の自己負担額をお支払い

いただきます。交通費は本人の負担になります。

5.問い合わせ 姫路市歯科医師会口腔保健センター内 歯科地域連携室

(TttL:079-288-5896)

姫路市歯科医師会 :httpノ/www.himedent.org


